
令
和
二
年
十
二
月
一
日
受
領 

答

弁

第

一

九

号 
   
 

内
閣
衆
質
二
〇
三
第
一
九
号 

 
 
 
 

令
和
二
年
十
二
月
一
日 

内
閣
総
理
大
臣 

菅

 

義

偉 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

衆

議

院

議

長 
大

島

理

森 

殿 

  

衆
議
院
議
員
小
熊
慎
司
君
提
出
再
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可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
グ
リ
ッ
ド
接
続
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。 
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可
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エ
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ギ
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接
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に
関
す
る
質
問
に
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す
る
答
弁
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一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
有
利
な
グ
リ
ッ
ド
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も

明
ら
か
で
は
な
い
が
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
拡
大
に
向
け
て
、
既
存
の
電
力
系
統
を
最
大
限
活
用
す
る
た
め
、
電

力
系
統
に
接
続
さ
れ
た
電
源
に
つ
い
て
、
発
電
電
力
量
が
当
該
系
統
の
容
量
を
上
回
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
当
該

電
源
の
出
力
を
抑
制
す
る
と
い
う
一
定
の
条
件
を
付
し
た
上
で
、
電
力
系
統
へ
の
接
続
を
認
め
る
取
組
を
進
め
て
い
る
ほ
か
、

電
気
の
供
給
量
が
需
要
量
を
上
回
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
、
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
電
力
広
域
的
運
営
推
進
機
関

が
策
定
し
た
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
十
八
条
の
四
十
第
三
号
に
規
定
す
る
送
配
電
等
業
務

指
針
に
基
づ
き
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
出
力
の
抑
制
を
行
う
前
に
、
火
力
発
電
設
備
の
出
力
の
抑
制
の
要
請

や
長
周
期
広
域
周
波
数
調
整
に
よ
り
地
域
間
連
系
線
を
活
用
し
た
他
地
域
へ
の
電
気
の
供
給
等
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
現
時
点
に
お
い
て
、
お
尋
ね
の
「
法
的
整
備
」
の
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。 


